
6広報もりや 2012.6.10

因
と
な
り
ま
す
の
で
、
個
人
の

責
任
の
も
と
、
流
失
防
止
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
車
乗
り
入
れ
ブ
ロ
ッ
ク
設
置

防
止

　
「
車
乗
り
入
れ
ブ
ロ
ッ
ク
」

や
「
鉄
板
」
等
を
使
い
、
駐
車

場
と
道
路
と
の
段
差
を
解
消
し

て
い
る
方
は
、
歩
道
や
Ｌ
字
型

側
溝
の
切
り
下
げ
等
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。
車
乗
り
入
れ
ブ

ロ
ッ
ク
等
を
設
置
す
る
と
、
降

雨
時
に
道
路
か
ら
側
溝
へ
の
雨

水
流
入
を
妨
げ
る
だ
け
で
な

く
、
人
や
車
の
通
行
に
支
障
を

来
し
ま
す
。
ま
た
、
事
故
が
起

き
た
場
合
は
設
置
者
の
責
任
に

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
切
り
下
げ
に
か
か
る

費
用
は
、
Ｌ
字
型
側
溝
を
４
ｍ

幅
切
り
下
げ
た
場
合
、
標
準
的

な
工
事
で
約
16
万
円
で
す
（
工

事
費
用
は
現
場
条
件
に
よ
り
異

な
り
ま
す
）。

※
工
事
施
工
業
者
や
費
用
に
関

す
る
問
合
先　

市
建
設
業
協

会　

☎
48
・
６
６
７
８

◎
道
路
へ
の
倒
木
、
枝
や
雑
草

な
ど
の
張
り
出
し
防
止

　

道
路
に
樹
木
等
が
は
み
出
し

て
い
る
と
人
や
車
の
通
行
に
支

障
を
来
し
危
険
で
す
。
樹
木
等

が
原
因
で
事
故
が
発
生
す
る

と
、
樹
木
等
所
有
者
の
管
理
責

任
が
問
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
次
の
よ
う
な
状
態
の
と
き

は
、
所
有
者
の
責
任
の
も
と
、

剪せ
ん
て
い定

等
を
お
願
い
し
ま
す
。

・・
道
路
上
空
へ
の
枝
繁
茂
（
通

行
に
支
障
の
あ
る
高
さ
）

・
立
ち
枯
れ
木
の
道
路
へ
の
倒
木

・・
折
れ
枝
、
枯
れ
枝
の
道
路
へ

の
落
下

・・
竹
林
の
繁
茂
に
よ
る
道
路
へ

の
は
み
出
し

・・
雑
草
が
道
路
へ
伸
び
、
見
通

し
が
悪
い

◎
道
路
へ
の
土
砂
流
出
防
止

　

一
時
的
な
大
雨
に
よ
り
、
畑

や
宅
地
な
ど
か
ら
道
路
へ
土
砂

の
流
出
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

土
砂
の
流
出
は
人
や
車
の
通
行

の
支
障
に
な
る
ほ
か
、
側
溝
へ

の
土
砂
堆
積
に
よ
る
冠
水
の
原

　

市
・
県
民
税
は
、
平
成
24
年

度
か
ら
、
16
歳
未
満
の
扶
養
親

族
に
対
す
る
扶
養
控
除
お
よ
び

16
歳
以
上
19
歳
未
満
の
扶
養
控

除
の
上
乗
せ
部
分
が
廃
止
に
な

り
ま
す
（
所
得
税
は
平
成
23
年

分
か
ら
）。
こ
れ
に
よ
り
市
・

県
民
税
の
負
担
は
、
目
安
と
し

て
16
歳
未
満
の
扶
養
親
族
１
人

に
つ
き
３
万
３
０
０
０
円
、
16

歳
以
上
19
歳
未
満
の
扶
養
親
族

１
人
に
つ
き
１
万
２
０
０
０
円

増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
扶
養
控
除
の
廃
止

に
関
わ
ら
ず
、
市
・
県
民
税
非

課
税
限
度
額
の
計
算
や
国
民
健

康
保
険
税
の
算
定
、
高
額
療
養

費
の
判
定
、
医
療
費
助
成
制
度

（
マ
ル
福
）
の
判
定
等
に
は
、

16
歳
未
満
の
扶
養
親
族
の
人
数

を
含
め
ま
す
の
で
、
市
・
県
民

税
を
申
告
す
る
こ
と
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

　

次
の
方
は
、
市
・
県
民
税
申

告
書
（
税
務
課
で
取
得
）
に
、

16
歳
未
満
の
扶
養
親
族
を
記
載

の
上
、
税
務
課
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
（
郵
送
可
）。

※
土
・
日
曜
日
は
受
付
不
可

◎
給
与
所
得
者

　

勤
務
先
か
ら
配
布
さ
れ
る
源

泉
徴
収
票
の
「
16
歳
未
満
の
扶

養
親
族
」
欄
に
、
人
数
が
記
載

さ
れ
て
い
な
い
方

◎
確
定
申
告
ま
た
は
市
・
県
民

税
申
告
を
提
出
し
た
方

　
「
16
歳
未
満
の
扶
養
親
族
」

欄
に
、
該
当
者
氏
名
が
記
載
さ

れ
て
い
な
い
方

●
問
合
先　

市
役
所
税
務
課　

市
民
税
Ｇ　

内
線
２
０
５
〜
２
０
７

　

市
役
所
で
は
、
毎
週
日
曜
日

に
住
民
票
や
印
鑑
証
明
な
ど
の

証
明
書
発
行
、
納
税
、
パ
ス

ポ
ー
ト
交
付
等
を
行
っ
て
い
ま

す
が
、
住
民
基
本
台
帳
法
改
正

に
伴
う
準
備
作
業
の
た
め
、
７

月
８
日
㈰
の
窓
口
業
務
は
、
全

て
休
止
し
ま
す
。皆
さ
ん
に
は
、

ご
不
便
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
先

　

市
役
所
総
合
窓
口
課

　

内
線
１
１
１
〜
１
１
５

扶
養
控
除
の
変
更
に
伴
う
市
・
県
民
税
の
申
告

所
得
か
ら
控
除
で
き
る
額

45

38

33

〈　〉は所得税控除額

上
乗
せ
部
分

廃
止　

12
万
円
〈
25
万
円
〉

同
居
老
親
等
加
算

７
万
円
〈
10
万
円
〉

一
般
（
年
少
）
扶
養
控
除

廃
止　

33
万
円
〈
38
万
円
〉

一
般
扶
養
控
除33

万
円
〈
38
万
円
〉

特
定
扶
養
控
除45

万
円
〈
63
万
円
〉

一
般
（
成
年
）
扶
養
控
除

33
万
円
〈
38
万
円
〉

老
人
扶
養
控
除38

万
円
〈
48
万
円
〉

～15歳 16～18歳 19～22歳 23～69歳 70歳～

扶養する親族の年齢

日
曜
開
庁

業
務
休
止

安
全
な
道
路
の
た
め
に

　
　
　

ご
協
力
く
だ
さ
い
！

　

●
問
合
先　

市
役
所
建
設
課　

管
理
Ｇ

　
　
　
　
　
　

内
線
２
５
２
〜
２
５
４

７／８
㈰

（万円）


